
「FOODEX JAPAN 2023」械  

群馬県ブース出展企業募集要領 
 

１ 展示会概要                                       

FOODEX JAPAN 2023――――――――――――― 

 アジア最大級の食品・飲料総合展示会で、食品商社をはじめ、小売（スーパー、通販、専門店、

ドラッグストア等）、外食、宿泊、食品・飲料メーカー、物流、レジャー、など食に携わるあらゆ

る業種のバイヤーが来場し、出展企業と活発な商談が行われる。 

会  期    2023 年 3 月 7 日(火)～10 日(金)  

会  場    東京ビッグサイト 

主  催    一般社団法人日本能率協会 

前回実績    1,485 社/1,784 ブース 来場者 33,726 人（2022 年実績） 

※詳細については、下記公式ホームページをご覧ください。 

（URL）https://www.jma.or.jp/Foodex/ 

 

２ 募集内容                                       

（１）出 展 要 件 

群馬県内で生産又は加工された食品等を取り扱う県内事業者又は団体等のうち、群馬県内に

生産・製造又は販売に関する主たる拠点を有し、次の要件を全て満たす者  

 ① 新商品（試作品を含む）または群馬県の原材料等を使用した商品等で、群馬の魅力向

上につながる商品等を出展すること 

 ② 常時、担当者（来場者からの質問、製品説明、商談等に対応可能）を配置すること  

 ③ 搬入出は出展者が行い、責任を持って出展製品等を管理すること 

 ④ 群馬県及び本展示会主催者の指示に従い、出展に必要な準備等をすること  

 ⑤ 開催後に実施するアンケート等に必ず協力すること 

  ⑥ 共同出展のため、展示位置により集客には差異が発生することを了承すること 

   ⑦ 群馬県税に未納がない者 

⑧ 暴力団、暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでな

いこと 

 

（２）募 集 企 業 数  

①一般コース（4 日間）    15 社程度 

②トライアルコース（2 日間） 10 社程度 

※トライアルコースは「3 月 7 日～8 日」又は「3 月9 日～10 日」から選択。 

※募集数を超える申込みがあった場合は、審査及び抽選の上、出展企業を決定。 

 

 



（３）展示スペース  

1 社あたり 0.5 小間程度  

※ 最終的な出展企業数等により、多少前後する可能性あり。 

※ 群馬県ブースでは、各出展者の共同設備を設ける予定。 

■ 基本装飾（予定） 

社名板、展示台、電源（希望者のみ）、スポットライト 

※ ただし、ブース装飾は今後正式決定のため、若干の変更が生じる場合があります。 

 

（４）出 展 料  

①一般コース    12 万円（税込） 

②トライアルコース  6 万円（税込） 

※群馬県ブース全体の基本装飾費用は県が負担。 

※基本装飾以外で必要となる費用（各小間で独自に装飾を行う場合の装飾費用、追加で電気・

水道・ガス等の工事を行う場合の工事・使用料金、各種設備レンタル料金）や、旅費・宿

泊費、輸送費、試飲・試食に要する費用等は、出展事業者の負担。 

 

（５）申 込 方 法 

ぐんま電子申請受付システムからお申込みください。 

※ＱＲコード又は同システムで「FOODEX」で検索してください。 

https://s-kantan.jp/pref-gunma-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=8558 

 

（６）申 込 期 限 

令和 4 年 8 月 31 日(水)まで 

※申込期限前でも定員になり次第締切る場合があります。 

 

３ スケジュール                                     

・ 出展企業募集   令和 4 年 8 月 31 日(水)まで 

・ 出展企業決定        9 月上旬 

・ 出展料支払期限       9 月下旬 

・ 出展企業説明会  令和 5 年 1 月 

・ ブース設営・装飾      3 月 5 日(日) 

・ 開催当日              7 日(火)～10 日(金) 

 

４ その他留意事項                                       

（１）展示会の中止等にともなう出展料の取り扱いは以下のとおりです。 

FOODEX JAPAN 2023 主催者 の都合 により展示会を中止する場合 

本展示会の規約に基づき返金があった場合は、出展料の全部又は一部を返金 

 群馬県 の都合 により出展（群馬県ブース）を中止する場合 

   出展料の全部又は一部を返金 

 



 出展企業 の都合 により出展を中止する場合 

出展料の返金はなし 

※ いずれの場合も一切の損害の補償はしない（出展料を除く）。 

 

（２）本展示会をきっかけとした新たな商取引等に関しては、各出展者の判断及び責任において行

ってください。 

 

５ 問い合わせ                                      

  ・群馬県産業支援機構総合相談課 田村 

〒379-2147 前橋市亀里町884-1 

TEL：027-265-5013 

メール：chiikishigen@g-inf.or.jp 

・群馬県地域企業支援課地場産業係 関口 

〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 

TEL：027-226-3358 

メール：jibasan@pref.gunma.lg.jp 


